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私の提案
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提案書を記入したら、お手数でも印刷されている封

書部分を切り取り、のりづけして封書を造り切手を

貼らずにお近くのポストに投函してください。

①切り取り線に

沿って切り取って

ください。

②半分に折り、の

りしろにのりづけ

してできあがり。

封書の

作り方
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　児童手当・特例給付の支給を受けている方は、全員、毎年６月に現況届を提出することになってい

ます。次の日程で、現況届の受付を行いますので手続きをお願いします。

　なお、現況届が提出されなかった場合、６月分以降の児童手当の支払いが一時差し止めとなること

もありますのでご注意ください。

（今回の届けによる手当受給期間Ｈ 20.6.1 ～Ｈ 21.5.31）

１．日　　　時　　6月 23 日（月）～ 30 日（月）　土日を除く
　　　　　　　　　受付時間　　午前 8時 30 分から 12 時、午後１時から 5時 30 分まで
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　夜間受付　　玉造庁舎　社会福祉課フロア
　　　　　　　　　　　　　　　6月 25 日（水）、26 日（木）の 2日間　午後 5時 30 分から 7時まで

月 日 曜日 麻生庁舎 北浦庁舎 玉造庁舎

6

23 月 ○ ○ ○

24 火 ○ ○ ○

25 水 ○ ○ ○夜間あり

26 木 ○ ○ ○夜間あり

27 金 ○ ○ ○

30 月 ○ ○ ○

２．場　　　所　　行方市役所　麻生庁舎（総合窓口課）・北浦庁舎（総合窓口課）
　　　　　　　　　　　　　　　玉造庁舎（社会福祉課　児童福祉グループ）

　　　　　　　　○基本的に居住している旧地域ごとの庁舎において受付をお願いします。
　　　　　　　　○最寄りの庁舎が旧地域ではない場合は、最寄りの庁舎で受付が出来ますのでご利

用ください。
　　　　　　　　○今回は、現況届けの用紙は市役所に置いてあります。市役所で届出の時に記入し

ていただきます。

３．持参する物　　①送付された宛名が印字された連絡票
　　　　　　　　　②印鑑
　　　　　　　　　③宛名と同じ名前が印字された保護者の保険証
　　　　　　　　　④★印に該当する方は
　　　　　　　　　　 平成 20 年 1 月 1 日在住の市町村の児童手当用所得証明
                 　　　　（平成 20 年 1 月 1日在住市町村の税務課に電話確認した上でお取り下さい。）　

★平成 20 年 1 月 1 日現在、行方市在住でなかった受給者

　1月 1日住所地の市町村にて、平成 19 年 1 月 1日から 12 月 31 日まで収入の児童手当用所得証明

書の交付を受けて持参してください。（市町村民税は1月1日に住所があったところで課税されるため）

　あとから持参、郵送していただいて大丈夫です。

　確定申告をされていない方は、所得の確認ができませんので申告をしてください。

※　仕事などの都合で、受付期間に来ることが出来ない方は事前にご連絡ください。

　＜現況届対象者以外で、児童手当を受給されていない方はお問い合わせください。＞

　　・支給対象年齢は、12歳を迎えて最初の 3月 31 日を過ぎるまで。

　　・所得制限があります。

　　・公務員の方は、所属官庁の総務部署にお問い合わせください。

問合せ　社会福祉課　児童福祉グループ（玉造庁舎）　☎０２９９－５５－０１１１（内線１１８）


